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第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 第３回武蔵村山市市民協働推進会議 

開 催 日 時 平成２７年９月４日（金）午後６時 ～ ８時 

開 催 場 所 中部地区会館４０３集会室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：渡辺龍也、清野智美、中村政義、村野哲也、北口良夫、瀬口圭志、

本間由美子、前田啓子、山田行雄、比留間毅浩 

（事務局）協働推進課長、協働推進課主査、協働推進課主事 

委員の委嘱等 

１ 委嘱書の交付 

２ 市長挨拶 

３ 委員の紹介 

報 告 事 項 

武蔵村山市協働事業提案制度及び市民協働推進会議の所掌事項等について 

１ 武蔵村山市協働事業提案制度について 

２ 武蔵村山市市民協働推進会議について 

３ 平成２７年度市民協働推進会議の開催予定 

議 題 

議題１ 座長及び副座長の選任について 

議題２ 会議の公開に関する運営要領の制定について 

議題３ 協働事業提案制度の提案事業の審査要領について 

結 論 
（決定した方針、残さ

れた問題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１ 座長及び副座長の選任について 

    座長は渡辺委員、副座長は北口委員とする。 

 

議題２ 会議の公開に関する運営要領の制定について 

事務局案を承認する。 

 

議題３ 協働事業提案制度の提案事業の審査要領について 

第一次審査の規定を「原則として第一次審査を行うのは１０事業を

超える提案があった場合とする」とし、その他の部分については事務

局案を承認する。 

 

その他 次回以降の会議の開催日程 

第４回会議は１０月１日（木）、第５回会議は１０月７日（水）、

第６回会議は１０月９日（金）に開催する。場所と時間については、

いずれも市役所４０１大集会室で午後６時から開催する。 

また、プレゼンテーションの日程は、今年度初めて提案する団体を

同じ日に合わせるようにする。 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則と

して発言順に記載し、

同一内容は一つにまと

める。） 

 

（発信者） 

□印：座 長 

○印：委 員 

●印：事務局 

 

 

議題１ 座長及び副座長の選任について 

 

● 座長、副座長の互選を行う。意見をいただきたい。 

 

-協議- 

 

● 座長に渡辺龍也委員、副座長に北口良夫委員との意見が出たが、異議は

ないか。 

 

-異議なし- 
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● 座長に渡辺龍也委員、副座長に北口良夫委員と決定する。 

 

議題２ 会議の公開に関する運営要領の制定について 

 

○ 庶務担当課長とは。 

● 協働推進課長のことである。 

□ これまでは原則公開とし、審査に関し一部非公開としてきたが、従来

通りで良いか。 

 

-異議なし- 

 

□ 事務局案を承認する。会議は原則公開とし、会議内容により必要な場

合は一部非公開とすることに決定する。 

 

議題３ 協働事業提案制度の提案事業の審査要領について 

 

○ 昨年度と変わった点は。 

● 昨年度は提案があったすべての事業を書類審査したが、今年度は１０事

業を超える提案があった場合、書類審査を実施することとした。また、審

査項目を企画書の各項目に合わせた。 

○ 今年度は書類審査を実施しないということか。 

● 実際にプレゼンテーションを聞かなければ分からない事項も多く、昨年

度も全事業を第二次審査対象事業としたことから、今年度は提案があった

事業を確認する程度に留め、全事業がプレゼンテーションを実施してはど

うかと考えている。 

□ 書類を見ただけでは団体の意図が理解できない部分や、予算の積算根拠

が不明な部分がある。各委員の疑問点を挙げ、プレゼンテーションまでに

団体に修正してもらってはどうか。 

○ 初めて提案する事業は、特に分からない点が多い。委員全員で意見交換

をする場があった方が良いのではないか。 

○ 提案書に添付されている活動計算書とは。 

□ ＮＰＯ団体が毎年東京都に提出する、収支状況を記した書類である。団

体の健全な活動を証明する資料として添付したのではないか。 

○ プレゼンテーションまでの間に委員全員が集まって書類を確認するのは

難しい。各自で内容を確認し、疑問点があれば事務局が集約するのはどう

か。 

○ 各委員が提案書を一読して疑問点を洗い出し、事務局が取りまとめる。

内容によっては団体に資料を請求すれば良いのではないか。 

□ 改めて集まっての書類審査を実施せず、疑問点を事務局経由で団体に伝

え、プレゼンテーションで説明してもらうというのはどうか。 

 

-異議なし- 

 

● 団体が説明資料を準備する期間も考慮し、事務局への連絡期限を９月１

８日（金）としてはどうか。 

 

-異議なし- 

 

○ 企画書のスケジュール表は、決まった書き方があるのか。 

● 書き方はそれぞれだが、次年度以降の予定を、考えられる限りで書いて
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もらうようにした。 

□ 第一次審査を行うのは１０事業を超える提案があった場合に限ると言い

切らず、「原則として第一次審査を行うのは１０事業を超える提案があっ

た場合とする」とし、その他の部分については事務局案を承認してはどう

か。 

 

-異議なし- 

 

 

その他１ 平成２７年度提案事業について 

 

○ 昨年度は書類審査後に提案を辞退した団体があったが、今年度はそのよ

うなことは無さそうか。 

● 提案前の事前相談の段階で提案を取り下げた団体はあったが、すでに提

案を受け付けている事業については、今後辞退する可能性は低いと考えて

いる。 

□ 事前相談の段階で提案を取り下げた理由は。 

● 団体が考えている事業を市で実施する予定があり、内容が重複するため

である。 

□ 新宿区のＮＰＯ団体が提案している。 

● 武蔵村山市での活動実績があり、武蔵村山市を中心に活動するとの説明

があったため、提案を受け付けた。 

□ 協働事業に提案する団体数がなかなか伸びない。武蔵村山ＮＰＯネット

ワークに入っている団体の数は。 

○ ＮＰＯネットワークに加入していて、定期的な活動実績がある団体は１

０団体程度である。 

 

 

その他２ 次回以降の会議の開催日程 

 

□ 第４回会議は１０月１日（木）、第５回会議は１０月７日（水）、第

６回会議は１０月９日（金）に開催する。場所と時間については、いず

れも市役所４０１大集会室で、午後６時から開催する。 

また、プレゼンテーションの日程は、今年度初めて提案する団体を同

じ日に合わせるようにしていただきたい。 
 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

☑公  開                傍聴者：    ０ 人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課     協働推進部  協働推進課 （内線： ２４２ ） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


